
下水道事業会計（参考記載） 



　（総則）

　（業務の予定量）
第２条  業務の予定量は，次のとおりとする。

人
㎥
㎥

千円
千円
千円

　（収益的収入及び支出）
第３条  収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　入
　第11款　下水道事業収益

第５項
第10項

支　出
　第21款  下水道事業費用

第１項
第５項
第10項
第99項

　（資本的収入及び支出）

収　入
　第31款　資本的収入

第１項
第10項
第20項
第25項

支　出
　第41款  資本的支出

第１項
第５項
第99項

６,６５２,５３６

２,２３６,３０３

営 業 外 費 用
千円
千円７,０００

２００

千円
千円

千円

千円

９９,５００

２６,５２１

３,５０８,２１８

ウ下水浄化センター整備事業

千円

営 業 外 収 益 千円

千円

予 備 費

負 担 金 等
１,８０２,４８３
３,０１４,８００

２,１０５,１６９

（１）

第１項

（２）

特 別 利 益

予 備 費

千円
４,５４０,３６７ 千円

１,７６２,１００

２,１１５,７２７

（４）

６３０,０００

４１９,５６３ 千円

３,９３４,９８１

固定資産売却代金 １

企 業 債

千円４,３５２,０３１

令和８年度ひたちなか市下水道事業会計予算

接 続 人 口
年 間 処 理 汚 水 量
一日平均処理汚水量

営 業 費 用

千円

（３）
主要な建設改良事業

ア汚水管きょ整備事業
イ雨水管きょ整備事業

７,０００

　額に対し不足する額１，７８２，５２４千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支
　調整額２２７，０７２千円，当年度分損益勘定留保資金１，２３７，９５３千円，繰越利益

千円

国 庫 支 出 金

企業債等償還金

千円

５２,７２８

４,８７０,０１２

建 設 改 良 費

第１条  令和８年度ひたちなか市下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

特 別 損 失

　剰余金処分額３１７，４９９千円で補てんするものとする。）

１,５０６,４３１

千円

千円

１

９,６８０,０００

営 業 収 益

第４条  資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出
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　（継続費）
第５条  継続費の総額及び年割額は，次のとおりと定める。

　（債務負担行為）
第６条  債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

　（企業債）
第７条  起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

　（一時借入金）

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第９条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

　 第21款　下水道事業費用
第１項
第５項
第10項

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

ひたちなか市

令和８年度から令和10年度まで ９０８,４７４千円

第８条  一時借入金の限度額は，２,４００,０００千円と定める。

限　度　額 起債の方法 償　還　の　方　法

 ウォーターPPP発注者支援業務
 委託事業

令和８年度から令和９年度まで ４２,０３１千円

第１０条  職員数の増加に伴い職員給与費を増額するための流用及び交際費を増額するための
　流用をする場合は，議会の議決を経なければならない。

　政府資金又は地方公
共団体金融機構資金に
ついては，その融資条
件により，銀行その他
の場合には，その債権
者と協定するものとす
る。ただし，企業財政
の都合により，据置期
間及び償還期限を短縮
し，若しくは繰上げ償
還又は低利に借り換え
ることができる。

５.０％以内
（ただし，利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について，利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率)

営 業 費 用
営 業 外 費 用

３,０１４,８００千円

起債の目的

令和10年度

特 別 損 失

普通貸借又は
証券発行（た
だし，証券発
行の場合にお
いて発行価格
が額面金額を
下回るとき
は，それぞれ
の発行価格差
減額を埋める
ために必要な
金額を限度額
に加算した金
額を限度額と
する）

利　率

下 水 道 事 業

事 業 名

41 資本的
支出

款 項 年　　度 年　割　額総　　額

 下水浄化センター維持管理業務
 委託事業

1　建設改
良費

令和９年度 １,１３３,１００千円

令和11年度 ４５６,１００千円

令和８年度 ２１７,５００千円

９４３,３００千円

事　　項 期　　間 限　度　額

雨水幹線
整備事業

２,７５０,０００千円
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　（他会計からの負担金及び補助金）

　（利益剰余金の処分）

第１１条  一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は５８８，６７８千円，補助を受ける
　金額は９８５，６７８千円である。

３１７,４９９

第１２条　繰越利益剰余金のうち３１７，４９９千円は，次のとおり処分するものと定める。

千円　（１）自己資本金への組入
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